
宿泊事業者における宿泊税に対応するためのシステ
ム改修に関する取組の補助

【対象者】
・県内の宿泊事業者（旅館業法上の旅館・
ホテル、簡易宿所、住宅宿泊事業法上の
住宅宿泊事業者）

・宿泊税における特別徴収義務者の登録申請
を行う予定の者

【対象経費】
・宿泊税対応に向けた既存レジシステム、
予約管理システム等の改修に要する経費

【補助内容】
補助率：１０／１０
補助上限：2,000千円
【想定件数】
450件程度

宿泊税対応システム改修事業費補助金 宿泊事業者DX推進事業費補助金

宿泊事業者の省力化・生産性向上を図るために実
施する取組への補助

【対象者】
・県内の宿泊事業者（旅館業法上の旅館・
ホテル、簡易宿所、住宅宿泊事業法上の
住宅宿泊事業者）

【対象経費】
・省力化・生産性向上に向けた機器・システム導入
キャッシュレス決済用端末、予約管理システム、
セルフチェックインシステム、多言語ツール導入等

【補助内容】
＜一般枠＞ ＜賃上げ枠＞
補助率：２／３ 補助率：３／４
補助上限：3,000千円 補助上限：3,400千円
【想定件数】
600件程度

（参考）宿泊事業者向け補助事業の概要

宿泊税の円滑な徴収環境を整備するため、特別徴収義務者である宿泊事業者が行うシステム
改修等を支援するとともに、宿泊事業者の省力化に向けた新たなシステム導入等に対する補助を実施する。

※想定件数はあくまで推計値
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補助事業を認知
補助事業を周知

補助金募集サイトを開設

申請支援
・Q&A作成 ・問合せ対応

事務局体制の構築

交付申請 事前審査
・申請受付
・書類確認
・修正等を指示

交付申請準備
（事業者打合せ、見積取得等）

実績報告 事前審査
・実績報告の催促
・書類確認、修正指示
・必要に応じて変更交付申請のサポート

業務終了後、機密情報・個人情報の破棄

交付申請書作成

事前審査済交付申請書

県による周知・広報
（説明会実施、事業者あて通知）

事業実施

事務局体制の構築
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申請書提出

申請書提出

事前調整

相談
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実績報告書作成

請求書作成
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額の確定
事前審査済実績報告書

報告書提出

支払い

（参考）事務局業務 補助受付の流れ

額の確定通知


